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東 京 都 御 蔵 島 村 

総務課企画財政係 

T E L  8 - 2 1 2 1 

F A X  8 - 2 2 3 9 

Ｈ ２ ６  

９ 月 号 

８月運航実績 
 

●運航日数（前年数値） 

 客 船    ２４日（ ２８日） 

 貨物船     ３日（  ４日） 

 ヘリコミ   ２９日（ ３１日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ７６％（ ９０％） 

 貨物船   １００％（１００％） 

 ヘリコミ   ９４％（１００％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船  １４９０名（１９０６名） 

 ヘリコミ  １６３名（ １３１名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船  １４３２名（１８３９名） 

 ヘリコミ  ２２７名（ ２１７名） 

 世帯・人口 （平成２６年９月１日現在） 

◇世帯数（前月比） ◇人口（前月比） 

１７２ 世帯 （１世帯増） 男性 １６４ 名 （１名増） 

   女性 １３３ 名 （１名減） 

   合計 ２９７ 名 （増減なし） 

夏の鱗雲 

目次・・・ 
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〈１〉 

愛らんどリーグ２０１４開催 
 

 愛らんどリーグ２０１４が８月６日・７日に新島村いき

いき広場において開催され、御蔵

島村からは「御蔵・三宅フレン

ズ」として３名の児童が参加しま

した。結果は１１位で、フェアプ

レー賞を受賞しました。 

 交流会も行われ、他島の子ども

達との交流を深めました。 

島しょスポーツ振興事業による 

水泳教室・講演会開催 
 

 ８月３０日（土）に北京オリン

ピックシンクロナイズドスイミン

グ日本代表の石黒由美子さんをお

招きして水泳教室及び講演会が開

催され、生憎の雨模様ではありま

したが、約６０名が参加しまし

た。 
 

 小中学校屋内プールで行われた水泳教室では、体の浮力

を生かし、正しいフォームをつくることをテーマに、参加

者に直接指導していただきました。 
 

 また講演会では「夢をあきらめ

ない」をテーマにして、幼少期の

アクシデントを乗り越えてオリン

ピック出場を果たした体験を踏ま

えたお話をしていただき、何度も

何度も挑戦し続けることの大切さ

を伝えていただきました。 

平成２６年度 子ども体験塾 
 

 平成２６年度多摩・島しょ「子ども体験塾」が８月２０

日～２３日までの３泊４日の日程

で行われました。 

 御蔵島村からは３名の児童が参

加し、東京スカイツリー、飲料水

工場や科学館を巡り、島では出来

ない体験をすることが出来まし

た。 

「遺言・相続１１０番」（無料電話相談会）のお知らせ 
 

 第一東京弁護士会遺言センターは、下記日時において「遺言・相続１１０番」と題して、１日限りの無料電話相談会を実

施いたします。弁護士が直接お電話にて、遺言・相続に関するご相談内容にお答えし、ご希望の方には、弁護士の紹介も行

います（弁護士との委任契約には、費用が生じます）。 

※ご相談案件によっては、電話ではお答えできかねる場合がございますので、予めご了承ください。 
 

■日時 

 平成２６年９月２５日（木）１０：００～１５：００ 
 

■電話番号 

 ０３－３５９５－１１５４ 
 

【お問合せ】 第一東京弁護士会 業務推進第二課 ０３－３５９５－８５８２ 

平成２６年度敬老祝賀会のお知らせ 
 

 ６５歳以上の高齢者の方々の長年の社会貢献に対して感謝と

敬老の意を表するために、下記日時において敬老祝賀会を開催

いたします。 
 

■日時 

 平成２６年９月２８日（日） 

 １３：３０～１５：００ 
 

■場所 

 開発総合センター 大集会室 
 

■内容 

・記念品贈呈 

・御蔵島保育園児による出し物 

・御蔵島小中学校の児童・生徒による出し物 

・御蔵島フィルによる合唱 

・カンカラ三線演奏（特別出演・岡大介氏他２名） 

・フラサークルワイワイによるフラダンス 
 

【お問合せ】 御蔵島社会福祉協議会 

０４９９４－８－２５０８ 

第１１回 くらしの法律・税金相談会 

のお知らせ 
 

 日ごろ法律相談・税務相談を受ける機会の少ない方々の

ために、弁護士・司法書士・税理士等の法律関係者のＮＰ

Ｏ法人・司法過疎サポートネットワーク主催により、くら

しの法律・税金相談会を開催いたします。 
 

 法律や税金など何でも結構です。お悩み

のある方・ご相談のある方は、ぜひお気軽

にお立ちよりください。 

 当日の相談は無料です。相談の事前予約

も受け付けます。下記お問合せ先までご連

絡ください。 

 

■日時 

 平成２６年１０月３日（金）１３：００～１７：００ 
 

■場所 

 開発総合センター 
 

【お問合せ】 ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク 

０３－５９１９－３５３０ 
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〈２〉 

都立看護専門学校学生募集のお知らせ 
 

 都立看護専門学校では、現在、平成２７年度学生募集要項を配布しています。受験資格は次のとおりです。 
 

■一般入学試験（３年過程） 

 高等学校又は中等教育学校を卒業している人（卒業見込みを含む）又は同等以上の学力があると認められた人 
 

■推薦入学試験（３年過程） 

 以下のすべてに該当し、学校長が責任を持って推薦できる人 

 ①高等学校又は中等教育学校を平成２７年３月に卒業見込みである人 

 ②在学校で成績が一定基準を満たす人 

 ③卒業後、看護師として都内に就業の意思のある人で、合格した場合は入学することを確約できる人 
 

■社会人入学試験（３年過程） 

 以下の全てに該当する人 

 ①高等学校又は中等教育学校を卒業している人（卒業見込みを含む）又は同等以上の学力があると認められた人 

 ②満２５歳以上（平成２７年４月１日現在）の人 

 ③平成２６年４月１日以前から東京都内又は隣接４県（埼玉、千葉、神奈川及び山梨県）に引き続き住所を有する人 

  もしくは東京都内又は隣接４県に引き続き就業している人 

 ④卒業後、看護師として都内に就業の意思のある人で、合格した場合は入学することを確約できる人 
 

■資料請求先 

 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課 〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１ 

 ※封筒の表面に「○○入試募集要項希望」と必ず明記し、返信用封筒を同封して、下記まで郵便でご請求ください。 

  折り返し募集要項及び入学案内等をお送りいたします。募集要項の閲覧は下記ホームページでも可能です。 

  ホームページ：http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shikaku/kango/ 
 

【お問合せ】 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課 ０３－５３２０－４４４２ 

東京都シルバーパスのお知らせ 
 

 満７０歳以上の都民の方には、申込みにより都営交通（日暮里・舎人ライナーを含む）・都内民営バス等が利用できる

「東京都シルバーパス」を発行します（有効期限：平成２７年９月３０日まで）。 
 

■対象者 

 都内に住所登録されている満７０歳以上の方（寝たきりの方を除く） 
 

■申込方法 

 満７０歳になる月の初日から申し込めます。必要書類をご用意の上、最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所等の

シルバーパス発行窓口にお申し込みください。 
 

■費用 

■必要書類 

・全員：住所・氏名・生年月日が確認できる「本人確認書類」（保険証又は運転免許証） 

・②の方（次のいずれか１点） 

  ア「２６年度介護保険納入（決定）通知書」の所得区分欄に「１」「２」「３」「特例４」「４」のいずれかの記載が 

   あるもの（村から送付されている「本決定通知書」をご用意ください）。 

  イ「２６年度住民税非課税証明書」 

  ウ「生活保護受給者証明書（生活扶助）」 

・③の方：「２６年度住民税課税証明書」 
 

■注意事項 

・課税証明書・非課税証明書は村役場で発行しています（有料）。 

・生活保護受給者証明書は「生活扶助」を表す記載があるもののみ使用できます（本人確認書類との兼用が可能）。 

・有効期限が平成２６年９月３０日のパスをお持ちの方で、まだ更新手続きがお済みでない方は、１０月中に最寄りの 

 シルバーパス発行窓口でお手続きください。 
 

【お問合せ】 東京バス協会シルバーパス専用電話 ０３－５３０８－６９５０ 

対象者 費用 

①２６年度の住民税が「課税」の方 ２０，５１０円 

②２６年度の住民税が「非課税」の方 
１，０００円 

③２６年度の住民税が「課税」であるが、２５年度の合計所得金額が１２５万円以下の方 
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〈３〉 

公証週間のお知らせ 
 

 平成２６年１０月１日（水）から７日（火）までの７日

間は「公証週間」です。遺言や大切な契約を公正証書が守

ります。 

 東京公証人会では、特設電話を設置して電話相談を実施

し、期間中は土曜、日曜も対応します。 

 詳しくは、お近くの公証役場、又は東京公証人会までお

問合せください。 
 

■受付時間 

 ９：３０～１２：００、１３：００～１６：３０ 
 

■特設電話番号 

 ０３－３５０２－８２３９ 
 

【お問合せ】 東京公証人会 ０３－３５０２－８０５０ 

自賠責があなたと家族を守ります 
 

 交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、平成２５年の事故発生件数は約６３万件、死傷者

数は約７９万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっていま

す。交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすもので

す。 
 

 自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任

を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。 
 

 一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・

認識することがとても大切です。 

 

【お問合せ】 国土交通省関東運輸局自動車交通部旅客第一課 ０４５－２１１－７２４５ 

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！ 

 自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基づ

き、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行すること

は法令違反ですのでご注意ください！ 

９月の来庁予定者 
日 来庁者 目的 

１ 病院経営本部長他３名 視察 

２ 日本工営株式会社 島内調査 

３ 市町村課交付税係他 交付税検査 

７～８ 建設局道路監他 視察 

８～９ 産業労働局観光部振興課 打合せ 

御蔵島村人事（平成２６年９月１日付） 

新所属職等 氏名 旧所属職等 備考 

産業課発電係長 加來 貴志 産業課発電係主任 昇任 

オータムジャンボ宝くじ ９月１９日発売開始 
 

 オータムジャンボ宝くじの発売が９月１９日より開始されま

す。この宝くじの収益金は、区市町村の明るいまちづくりや環

境対策、高齢化対策など、地域の住民の皆さまの福祉向上のた

めに使われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 公益財団法人 東京都区市町村振興協会 

０３－５２１０－９９４５ 

■発売期間 

９月１９日（金）～１０月１０日（金） 

■抽選日 

１０月１７日（金） 

■賞金 

１等 ３億３千万円 １３本 

１等前後賞 ３千万円 ２６本 

２等 １千万円 １３０本 

３等 百万円 １３００本 

  ほか 

（発売総額３９０億円・１３ユニットの場合） 

御蔵島へリポート横駐車場に 

長期にわたり無断駐車されている方へ 
 

 御蔵島へリポート横駐車場に、私的

に長期にわたり駐車されている車両が

見受けられます。 
 

 「ヘリコミューターを利用し、短期

間島外へ出る場合」以外の駐車はお断

りしています。 
 

 お心当たりのある方は、早急に移動

をお願いいたします。 
 

【お問合せ】 産業課産業建設係 ０４９９４－８－２１２１ 

軽自動車検査協会の電話番号が変わります。 
 

 １０月１日（水）より事務所へおかけになった電話は

コールセンターにてお受けいたします。 

■東京主管事務所（品川）新電話番号 

 ０５０－３８１６－３１００（８：３０～１７：００） 

■休業日 

 土日祝日・年末年始（１２／２９～１／３） 
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日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ ８  寒露・満月 ９ 
 

1０ 1１     

歯科巡回診療 

（～１５日） 

1２ 1３ 
体育の日 

1４ 1５ 1６ 1７ １８ 

１９ 
村民運動会 

２０ 2１ 2２ 2３    霜降 2４    新月 2５ 

2６ 

 

2７ ２８ ２９ 
整形外科巡回診療 

（～３１日） 

３０ ３１  

 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

可 

空 

可 

不 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

７ 

 

８     白露 

 

９     満月 10 11 
定例村議会 

12 13     

歯科巡回診療 

（～１７日） 

14 15 
敬老の日 

16 17 18 19 20 

21 22 23 
秋分の日 

24     新月 25 26 27 

28 
敬老祝賀会 

29 30     

 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 空 

不 

可 

空 

可 不 可 

可 可 
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～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

◆白露（はくろ） 9月８日 

野の草に宿る白露（しらつゆ）も、秋の風情を感じさせるようになる頃。 

夜の内、大気が冷え込むようになり、朝がた草木などに露が宿ることが多くなります。 

 

◆敬老の日（けいろうのひ） 9月1５日（第3月曜日） 

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日として、国民の祝日とされています。 

 

◆秋分（しゅうぶん） 9月23日 

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日として、国民の祝日とされています。 

「秋分の日」で、「彼岸の中日」。この日、真東から昇った太陽は真西に沈み、昼と夜の時間がほぼ等しくなります。 

北半球ではこの日を境に、次第に昼が短く、夜が長くなります。この日をはさんだ前後7日間が「秋の彼岸」です。 

「暑さ寒さも彼岸まで」と言われ、この日を境に寒さが増してくるとされます。 

「彼岸」は、「現世を離れ極楽浄土の岸に到る」という意味の仏教の言葉で、墓前に花や線香を手向け先祖を供養する

姿が見られます。 

ゴミ収集日 

月曜日 毎  週  可燃ゴミ  

火曜日 
第１火・第３火  不燃ゴミ  

第２火・第４火  リサイクルゴミ  

水曜日 毎  週  可燃ゴミ  

木曜日 収集はありません  

金曜日 毎  週  可燃ゴミ  

し尿処理作業日 

毎月 １日  ・  １０日  ・  ２０日  

えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  


